
令和７（2025）年度第３回県西地域医療構想調整会議並びに 

県西構想区域病院及び有床診療所会議 合同会議 
 

               日時：令和８（2026）年３月 13 日（金）19：00～ 

               場所：上都賀庁舎５階大会議室／web（Microsoft Teams） 

 

 

１ 開会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 議題 

（1）現行の地域医療構想の評価について 

（2）構想区域グランドデザインの策定について 

（3）新たな地域医療構想の策定に向けた国検討会の協議状況について 

（4）外来医療計画に基づく取組状況について 

（5）かかりつけ医機能報告制度について 

（6）その他 

 

４ 閉会 

 

 

 



番号 選出区分 団　　　　体　　　　名 役職名 氏　　名 備　　　　　　考

1 一般社団法人　上都賀郡市医師会 会長 大久保　昌章 おおくぼみみはなのどクリニック

2 一般社団法人　上都賀郡市医師会 副会長 伊藤　勇 いとうクリニック

3 一般社団法人　鹿沼歯科医師会 会長 鈴木　定幸 さつきヶ丘鈴木歯科

4 一般社団法人　日光歯科医師会 会長 鈴木　郁男 鈴木歯科医院

5 一般社団法人　鹿沼薬剤師会 会長 浅野　敏一 けんこう薬局

6 一般社団法人　日光市薬剤師会 会長 長谷川　敬 はせがわ調剤薬局

7
看護協会
地区支部

公益社団法人　栃木県看護協会
県西地区支部

支部長 井上　和子 日光市民病院

8 上都賀総合病院 院長 知久　毅

9 獨協医科大学日光医療センター
統括管
理者

安　隆則

10 御殿山病院 院長 小野　一之

11 今市病院 院長 熊谷　眞知夫

12 鹿沼病院 院長 駒橋　徹

13 老人福祉 鹿沼市特別養護老人ホーム連絡協議会 会員 飯田　祐子
特別養護老人ホーム
グリーンホーム

14 老人保健 栃木県老人保健施設協会 会長 矢尾板　誠一 今市Ｌケアセンター

15
特定非営利活動法人
とちぎケアマネージャー協会

理事 飯野　範子

16
栃木県地域包括・在宅介護支援セン
ター協議会

理事 上岡　香央莉
今市東地域包括支援セ
ンター

17 鹿沼市男女共同参画社会づくり実行委員会 会長 渡邉　雅紀

18 日光市手をつなぐ育成会 会長 柳田　友一 NPO法人より道

19 鹿沼市保健福祉部 部長 青木　康子

20 日光市健康福祉部 部長 永井　健介

21 保険者 全国健康保険協会栃木支部
企画総
務部長

髙田　信也

22 学識経験者 獨協医科大学 教授 小橋　元

23 保健所長 栃木県県西健康福祉センター 所長 中村　剛史

介護関係

住民・患者

市

　県　西　地　域　医　療　構　想　調　整　会　議   委　員　

（令和7（2025）年10月１日～）

郡市医師会

地区
歯科医師会

地区
薬剤師会

医療機関



　令和８（2026）年３月

医
師
会
上都賀郡市医師会

上都賀総合病院

鹿沼病院

御殿山病院

今市病院

大澤台病院

獨協医科大学日光医療センター

日光市民病院

日光野口病院

日光・ふじの原病院

大野医院

鹿沼脳神経外科

小林産婦人科医院

竹村内科腎クリニック

細川内科・外科・眼科

吉沢眼科医院

阿久津医院

亀森レディスクリニック

森クリニック

県西構想区域病院及び有床診療所会議　名簿

有
床
診
療
所

病
院

医療機関・団体名　



県 西 地 域 医 療 構 想 調 整 会 議 設 置 要 綱 

 

 （設 置） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の１４の規定に基づき、県西

地域の医療提供体制を確保することを目的に、地域医療構想の実現に向けた協議等

を行うため、「県西地域医療構想調整会議」（以下「調整会議」という。）を設置

する。 

 

 （協議事項） 

第２条 調整会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 地域医療構想に掲げる将来の目指すべき医療提供体制の協議等に関する事項 

(2) その他必要な事項 

 

 （組 織） 

第３条 調整会議は、委員２５名以内をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者の中から県西健康福祉センター所長が委嘱する。 

 (1) 地域の医療関係団体等の代表 

 (2) 地域の介護福祉関係団体等の代表 

 (3) 学識経験者 

 (4) その他地域の関係機関・団体の代表 

 

（任 期） 

第４条 委員の任期は３年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の後任委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は再任することができる。 

 

 （議 長） 

第５条 調整会議に議長を置く。 

２ 議長は、委員の互選により選出し、調整会議の進行にあたる。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、委員の合意を得て、委員以外の者の意見を

聴くことができる。 

 

 （会 議） 

第６条 調整会議の会議は、県西健康福祉センター所長が招集する。 

 

 （部 会） 

第７条 議長は、必要に応じて部会を設置することができる。 

 

 （事務局） 

第８条 調整会議の事務局は、県西健康福祉センターに置く。 

 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、県西健

康福祉センター所長が別に定める。 

 



   附 則 

 この要綱は、平成２８年１０月１日から実施する。 

 この要綱は、平成３０年８月７日から実施する。 

 この要綱は、令和６年１０月１日から実施する。 



 

   県西構想区域病院及び有床診療所会議設置要綱 

 

 

 （設 置） 

第１条 県西地域の医療提供体制を確保することを目的に、地域医療構想の実現に向

けた協議等を行うため、県西地域医療構想調整会議設置要綱第７条の規定に基づき、

「県西構想区域病院及び有床診療所会議」（以下「病診会議」という。）を設置す

る。 

 

 （協議事項） 

第２条 病診会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 地域医療構想に掲げる将来の目指すべき医療提供体制の協議等に関する事項 

(2) その他必要な事項 

 

 （組 織） 

第３条 病診会議は、次に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 病院及び有床診療所の代表 

 (2) その他関係機関・団体の代表 

 

 （議 長） 

第４条 病診会議に議長を置く。 

２ 議長は、県西地域医療構想調整会議の議長が務める。 

 

 （会 議） 

第５条 病診会議の会議は、県西健康福祉センター所長が招集する。 

 

 （事務局） 

第６条 病診会議の事務局は、県西健康福祉センターに置く。 

 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、病診会議の運営に関し必要な事項は、県西健

康福祉センター所長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年８月７日から実施する。 



令和８（2026）年３月13日

選出区分 団　　　　体　　　　名 役職名 氏　　名 備考

会長 大久保　昌章

副会長 伊藤　勇

一般社団法人　鹿沼歯科医師会 会長 鈴木 定幸

一般社団法人　日光歯科医師会 会長 鈴木郁男

一般社団法人　鹿沼薬剤師会 会長 浅野　敏一

一般社団法人　日光市薬剤師会 会長 長谷川　敬

看護協会
地区支部

公益社団法人　栃木県看護協会
県西地区支部

支部長 井上　和子 欠席

上都賀総合病院 院長 知久　毅 web出席

獨協医科大学日光医療センター
統括

管理者
安　隆則

御殿山病院 院長 小野　一之 web出席

今市病院 院長 熊谷　眞知夫

鹿沼病院 院長 駒橋　　徹 web出席

老人福祉
鹿沼市特別養護老人ホーム連絡協
議会

会員 飯田　祐子

老人保健 栃木県老人保健施設協会 会長 矢尾板　誠一 web出席

特定非営利活動法人
とちぎケアマネージャー協会

理事 飯野　範子 web出席

栃木県地域包括・在宅介護支援セ
ンター協議会

副会長 上岡　香央莉 web出席

鹿沼市男女共同参画社会づくり実
行委員会

会長 渡邉　雅紀

日光市手をつなぐ育成会 会長 柳田　友一 欠席

鹿沼市保健福祉部 部長 青木　康子

日光市健康福祉部 部長 永井　健介

保険者 全国健康保険協会栃木支部
企画総務

部長
髙田　信也

学識経験者 獨協医科大学公衆衛生学講座 教授 小橋　　元 欠席

保健所長 栃木県県西健康福祉センター 所長 中村　剛史

令和７（2025）年度第３回県西地域医療構想調整会議並びに

地区
歯科医師会

地区
薬剤師会

医療機関

介護関係

県西構想区域病院及び有床診療所会議　合同会議　出席者名簿

【調整会議委員】

住民・患者

市

郡市医師会 一般社団法人　上都賀郡市医師会
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医療機関名　 役職名 氏　　名 備考

上都賀総合病院 院長 知久　毅 web出席

鹿沼病院 院長 駒橋　　徹 web出席

御殿山病院 院長 小野　一之 web出席

院長 熊谷　眞知夫

事務局長 熊谷　信之

事務長 明慶　雅治

院長 青木　秀明 web出席

事務長 青木　宏行 web出席

統括
管理者

安　隆則

事務部長 篠原　尚

日光市民病院 欠席

日光野口病院 院長 熊谷　安夫 web出席

日光・ふじの原病院 院長 田中紘一

大野医院 欠席

鹿沼脳神経外科 欠席

小林産婦人科医院 欠席

竹村内科腎クリニック 院長 竹村　克己

細川内科・外科・眼科 副院長 枝　　州浩 web出席

吉沢眼科医院 欠席

阿久津医院 欠席

亀森レディスクリニック 院長 亀森　哲 web出席

院長 森　亮善 web出席

事務長 我妻　和彦 web出席

大澤台病院

【病院及び有床診療所】

今市病院

森クリニック

有
床
診
療
所

病
院

獨協医科大学日光医療センター
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【地域医療構想アドバイザー】

会長 小沼　一郎 web出席

常任理事 白石　悟 欠席

【その他】

事務局長 矢嶋　尚登 web出席

管理官 亀田　隆夫 web出席

【随行者】

氏　　名 備　考

唐紙　正雄

柏熊　隆夫

加藤　浩子

齋藤　由利子

沼尾　政明

高橋　英樹 web出席

福田　京子 web出席

篠原　千絵 web出席

【事務局】

氏名 備考

早川　貴裕

渡辺　光

山﨑　信仁

髙山　祥

新井　香織

国保　稔

村田　雅美

戸室　睦子

松本　有加

荒井　顕義

野原　恵

江連　珠恵

山口　知宏 web出席

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　在宅医療・介護連携担当

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　地域医療担当主査

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　地域医療担当主任

日光市高齢福祉課地域包括支援センター副主幹

所属・職

一般社団法人　上都賀郡市医師会　事務長

鹿沼市健康課長

鹿沼市高齢福祉課地域包括ケア推進係長兼地域包括支援センター付担当主査

鹿沼市高齢福祉課地域包括ケア推進係在宅医療・介護連携推進コーディネーター

日光市健康課長

一般社団法人　栃木県医師会

日光市高齢福祉課長

栃木県保健福祉部　医療政策課　地域医療担当主幹

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　地域医療担当副主幹（GL）

所属・職

地域医療連携推進法人日光ヘルスケアネット

日光市高齢福祉課地域包括支援センター所長

　　　　　今市健康福祉センター所長

　　　　　　〃  　　　　　　 　　　　総務企画課主査

　　　　　県西健康福祉センター次長

　　　　　　〃   　　　　　　　　　　健康対策課長

　　　　　　〃  　　　　　　 　　　　総務企画課主査

　　　　　　〃   　　　　　　　　　　総務企画課長　　　　　　　

　　　　　　〃   　　　　　　　　　　所長補佐兼生活衛生課長

　　　　　　〃   　　　　　　　　　　健康支援課長　　　　　　　
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令和８（2026）年３月13日(金) 19時00分～

上都賀庁舎５階大会議室
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○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○
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今
市
病
院

日光・ふじの原病院

竹村内科腎ｸﾘﾆｯｸ

令和7（2025）年度第３回県西地域医療構想調整会議並びに
県西構想区域病院及び有床診療所会議　【会場レイアウト】
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者

事務局

今
市
病
院

事務局

傍
聴
者

髙田委員



現行の県西地域医療構想の評価について

県西健康福祉センター

資料1
令和8(2026)年3月13日

令和７(2025)年度第3回県西地域医療構想調整会議並びに
県西構想区域病院及び有床診療所会議 合同会議

１ 概要

２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

３ 評価・新たな地域医療構想の策定に向けて



施策の方向性2015年度時点の状況
• 交通アクセスの整備状況等を踏まえつつ、集約化も含め

た医療機能の分化と連携体制の構築
• がん、脳卒中、急性心筋梗塞等の回復期を担う医療

機能の充実
• 周産期医療の充実と小児の入院機能の確保に向けた

検討
• 山間部など在宅医療資源が乏しい地域における介護

施設のあり方や活用方法の検討

• 全ての病床機能区分で患者の流出がみられ、高度急性
期において特に顕著である

• 急性期で流出した患者（がん、脳卒中、急性心筋梗
塞等）の在宅復帰に向けた回復期病床が不足している

• 構想区域内に小児の患者が入院可能な医療機関がな
い

• 広範な構想区域をカバーする在宅医療の資源が乏しい

1

• 現行の地域医療構想（2015年度策定）は、2025年における医療需要を推計して病床機能区分ごとの必要病床数を算出し、
その実現に向けた施策等をまとめたもの

• 目標とする2025年度を迎えたことから、現状を把握し、これまでの取組を振り返ることで現行の地域医療構想を評価
• 現行の地域医療構想の評価を踏まえて、来年度以降、新たな地域医療構想の策定に向けた検討につなげるもの

１ 概要

本資料の趣旨

県西地域医療構想の概要

評価に当たっての注意事項
• 2025年の数値について、現行の地域医療構想策定時に使用したデータと同一の形式のデータを使用していない箇所がある
• 令和6(2024)年度病床機能報告の結果は速報値であるため、今後変更が生じうる



2

２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の県西地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

１ 構想区域の医療等の概要
(1) 地域特性
• 鹿沼市と日光市で構成され、県全体の面積の約３割を占める広大な

地域。
• 区域内人口は2014年10月1日現在184,438人で、県人口の

９%程度。
• 老年人口(65歳以上)は52,232人(28.6%)で県平均を上回り、高

齢化が顕著な区域。

(2) 人口動態
• 2014年における人口動態調査によると、出生数が1,233人、死亡数

2,259人
• 死因別では、人口10万人当たりの死亡率の高い順に、悪性新生物

(320)、心疾患(228)、脳血管疾患(126)

(3) 医療機関等

病床計

有床診療所病院
療養病床一般病床施設数療養病床一般病床施設数

1,568423415 46286811県西圏域

人口10万対施設数区分

2.1(7.7)４施設(155施設)在宅療養支援診療所

2.1(4.3)４施設(  86施設)訪問看護ステーション
※ 施設数の()内は県全体数、人口10万対の()内は県平均

184,438 161,069 

1,983,510 1,867,044 

9.3% 8.6%

0.0%

5.0%
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15.0%

20.0%
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30.0%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2014年 2025年
県西圏域人口 栃木県人口 県人口に占める県西圏域人口の割合

※ 2025年の人口は栃木県毎月人口統計(2025.12.1)より

人口比較(2014年×2025年)(人)

病床計
有床診療所病院

療養病床一般病床施設数療養病床一般病床施設数

1,253414093497609県西圏域

▲315▲6▲94▲4▲113▲108▲2(増減数)
※ 令和7(2025)年度栃木県病院・診療所名簿より

人口10万対施設数区分

3.7( 8.6)６施設(160施設)在宅療養支援診療所

8.1(12.7)13施設(237施設)訪問看護ステーション

※ 在宅療養支援診療所施設数は厚生局 施設基準の届出状況(2025.12.1)より
※ 訪問看護ステーション施設数は医療政策課調べ(2026.1.1時点の数)
※ 人口は栃木県毎月人口統計(2025.12.1)より

各人口ともに減少し、県人口に占める県西圏域人口の割合も減少
人口減少率が県全体の中で最も高い

病床数は全体で315床減少
⇒医療需要に応じた病床の集約化が進んだ

訪問看護ステーションが４施設から13施設に増加
⇒在宅医療需要の高まりがうかがえる
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の県西地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

(4) 医療従事者数

• R4年度DPCデータによると流出割合は41.4％、流入割合は11.8％
(5) 受療動向の概要
• H23(2011)栃木県医療実態調査によると、病院の一般病床及び療

養病床への入院患者については、他の区域への流出割合が35%、他
の区域からの流入割合が12%

• 2025年には、医療機能別のすべてにおいて流出が流入を超過すると
推測される

(6) 介護施設数（入所施設の定員）

人口10万対人数区分

141.3(212.9)260人( 4,214人）医療施設に従事する医師

64.1(  65.6)118人( 1,299人)医療施設に従事する歯科医師

130.5(151.6)240人( 3,001人)薬局･医療施設に従事する薬剤師

52.2(  42.3)96人(  837人)就業保健師

20.7(  23.3)38人(   462人)就業助産師

530.0(758.6)975人(15,019人)就業看護師

368.5(335.8)678人(  6,648人)就業准看護師

※ 人数の()内は県全体数、人口10万対の()内は県平均

人口10万対施設数区分

12.6(10.3)23施設（203施設）特別養護老人ホーム

4.4( 3.3)８施設（ 65施設）介護老人保健施設

人口10万対定員区分

552.2(453.3)1,010人(8,956人)特別養護老人ホーム

368.5(284.3)674人(5,617人)介護老人保健施設

※ 人数の()内は県全体数、人口10万対の()内は県平均

人口10万対人数区分

180.7(246.6)291人( 4,605人）医療施設に従事する医師

75.7(  69.4)122人( 1,295人)医療施設に従事する歯科医師

155.8( 188.0)251人( 3,510人)薬局･医療施設に従事する薬剤師

67.7(   57.5)109人(  1,074人)就業保健師

15.5(   31.1)25人(     581人)就業助産師

806.5(1043.8)1,299人(19,488人)就業看護師

321.0(  274.7)517人(  5,129人)就業准看護師

※ 医師、歯科医師、薬剤師数はR6医師・歯科医師・薬剤師統計より
※ 保健師、助産師、看護師及び准看護師はR6(2024)看護職員調査より

人口10万対施設数区分

16.2(12.8)26施設（238施設）特別養護老人ホーム

4.4( 3.3)７施設（ 62施設）介護老人保健施設

人口10万対定員区分

740.8(596.8)1,192人(11,134人)特別養護老人ホーム

356.7(297.5)574人( 5,551人)介護老人保健施設

※ 高齢対策課調べ（R8.1.1現在）

※ 令和6年第1回県西地域医療構想調整会議資料3より

区域内の人口10万人当たりの
医療従事者数は、助産師・准看
護師以外は増加傾向
⇒医療従事者の養成・確保のた
めの各取組に一定の成果

流入割合は他圏域よりも比較的低く、流出割合は最も高い。
宇都宮・県北からの流入が多く、県南・宇都宮への流出が多
い。
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の県西地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

２ 2025年の医療需要と必要病床数

３ 医療機能の分化・連携に向けた課題等
【高度急性期・急性期】
• 高度急性期については、特に他圏域への患者の流出が顕著
• 急性期については、2014年度病床機能報告結果において本区域内

の急性病床が2025年の必要病床数を上回っており、各医療機関の
機能分担等について検討が必要

【回復期】
• 回復期病床については、流出が流入を上回っている
• 特にがん、脳卒中、心筋梗塞の回復期を担う医療機関が不足
【慢性期】
・ 慢性期については、本区域内の施設や病床数は多く、療養病床の利

用率も約90％と高い状況

【在宅医療等】
• 2013年と比べ2025年の在宅医療等の医療需要が1.36倍(966人

/日➝1,316人/日)、うち訪問診療分が1.15倍(92人/日➝106人
/日)と推計される

• 本区域は社会資源が極端に不足しており、小児を含めた在宅医療を
推進するための方策に関係機関が連携して取り組む必要がある

計慢性期回復期急性期高度急性期機能区分

1,00925032235879医療需要
(人/日)

1,194272358459105必要病床数
(床)

計慢性期回復期急性期高度急性期機能区分

815 22523564 3 入院実績
(人/日)

676105
(～174点)

244
(175点～
599点)

325
(600点～
2,999点)

2
(3,000点

～)

【参考】
DPC病床の
入院実績

(医療資源投
入量ベース)

1,194272358459105必要病床数
(床)：同左

※ 入院実績はR6病床機能報告より（R6延べ在棟患者数/365で計算）
※ 入院実績（参考値）はR4年度DPCデータより
※ 現行の地域医療構想ではNDBを用いているが、現状の数字はDPCデータから算出している

ため注意が必要

病床機能報告と医療資源投入量ベース（DPCデータ）の２パターンで病床
機能を区分し、それぞれで入院実績を算出

入院実績とDPC病床の入院実績に乖離が生じているが、これは病床機能
報告は病棟毎の報告である一方、医療資源投入量ベースでは１つの入
院の中で各点数に該当する日のみを機能区分別に計上していることによる
もの
2040年頃の医療需要の推計に当たっても、病床機能報告だけでなく複
数の指標を比較し、実情を把握することが重要

2015年の医療需要と現状の入院実績を比較すると、特に急性期は需要を大きく
上回り、逆に回復期は大きく下回っていた
急性期の入院実績が多くなっている背景として、高齢者（中等症、軽傷が中
心）の救急搬送が増加傾向にあることも関係しているか
入院実績の総数が医療需要の総数より少ないのは、在宅医療や介護との連携が
進んだことや、医療技術の進歩により入院を要せず治療可能となったこと、他圏域
の医療機関に流出しているなど、様々な要因が考えられる
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の県西地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

３ 医療機能の分化・連携に向けた課題等
【特に取組を要するその他の課題等】
• 救急分野について、区域内に救命救急センターがなく、他圏域への流

出が多いと推測
• 山間部を抱える広大なエリアを有し、病床機能にとどまらず交通アクセ

ス等の観点の検討も必要
• 小児分野においては区域内に小児患者が入院可能な医療機関がな

いため、他圏域に流出していると推測
• 高齢者に多い疾患については、「75歳以上の肺炎」でみると他と同様

に患者の流出傾向がみられる。高齢化が急速に進行していることから、
早期に地域完結型の医療の充実が求められる。

2015年時点においては地域完結型の医療の充実をめざして
いたが、人口減少・高齢化がさらに高まり、医療従事者におい
ても同様の状況である。また山間部という地理的要因による社
会資源の不足も深刻化しており、分野・領域によっては圏域を
またいだ医療及び医薬品の提供体制を確保していく必要があ
る。
外来医療について、利用しやすい移動手段の確保など、特に
高齢者の受診支援の検討・充実を図る必要がある。
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の県西地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

４ 目指すべき医療提供体制を実現するための施策

• 病床機能再編支援事業費給付金を活用し、回復期病床への機能
転換に係る施設整備を支援した結果、R3年度の制度設立以降、管
内では２医療機関において計73床が削減された。

• 在宅医療・介護連携推進事業において、市及び県西健康福祉セン
ターではそれぞれで協議の場を持ち、地域支援者との意見交換による
現状把握や、限られた資源のなかでスムーズな連携のあり方など、課題
に対する協議を実施している。また、住民や地域支援者を対象とした
講座や研修会等も開催し、在宅医療やACP、看取りなどに関する普
及啓発を行っている。施設における看取り数は増加傾向にある。

• 在宅医療設備整備支援事業を活用し、これまでに管内の10機関に
対して計300万円超の補助を実施。

• 訪問看護ステーション設備整備支援事業を活用し、これまでに管内の
延べ５事業所に対して計725万円の補助を実施。

【医療機能の分化・連携の促進】
• 交通アクセスの整備状況や地域の観光産業等を踏まえつつ、集約化

も含めた医療機能分化と連携体制の構築
• 周産期医療の充実、小児の入院機能の確保に向けたあり方検討
• がん、脳卒中、心筋梗塞等の回復期を担う医療機能の充実を促進
• 医療機関の役割分担と連携促進のための調整機能の充実
• 医療機能の分化・連携に関する県民の理解促進

【在宅医療等の充実】
• 病院や有床診療所に退院支援に係わる相談員等を配置するなど、退

院調整機能の充実促進
• 小児を含めた在宅医療を担う病院、診療所、訪問看護ステーション等

の施設や設備整備を促進
• グループ診療や多職種連携により、訪問診療等の医療提供機能の充

実促進
• 山間部など資源が乏しい地域における介護施設のあり方や活用方法

等を検討
• 在宅医療や看取りのあり方等に関する地域住民の理解促進（研修

会等の開催）
• 地域の実情や個人の特性に応じた地域包括ケアシステムの構築促進
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の県西地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

４ 目指すべき医療提供体制を実現するための施策

• 医療介護総合確保基金を活用し、医師の働き方改革・勤務環境改
善支援事業について、これまでに、管内の計３医療機関に対して計
2,300万円超の補助を実施。

• 【上都賀郡市医師会】
准看護学校の運営、病院・診療所を対象とした研修の実施

• 【看護協会県西地区支部】
栃木県看護協会のナースセンターによる復職希望者への研修・求人、
県西管内からの応募者への地域施設の紹介。

• 【鹿沼市】
准看護学校の運営補助（R6閉校）、休日夜間救急診療所での
外部医師の雇用、二次救急病院への補助、公的病院への運営支
援。

• 【日光市】
過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付の実施

• 【日光ヘルスケアネット】
看護師・介護福祉士養成校に向けた求人情報リーフレットの配付、
参加社員間の在籍型出向マニュアルの作成、医療や介護を取り巻く
動向に係る各種研修会・講演会の開催

【医療従事者の養成・確保】
• 医療従事者の確保に向けた医療機関等の自主的な取組を支援
• 再就職支援の取組を促進し、復職希望者の研修の充実を図る
• 積極的な人材交流や医師派遣の拡充など、病院と大学病院との連携

を促進
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の県西地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

５ 構想の推進体制及び関係者の役割

• 病床機能報告の結果や医介基金の活用状況については調整会議に
おいて随時報告を行っている

• R5年度以降は「地域医療提供体制データ分析事業」を実施し、調整
会議において医療提供状況等のデータ分析結果を報告している

• 調整会議の下部組織として地域部会（鹿沼・日光）を設置し、鹿
沼・日光各エリアごとに、より具体的な協議が実施できるような体制を
とっている

(1) 推進体制
【地域医療構想調整会議】
• 病床機能報告の結果の共有や「地域医療介護総合確保基金」を活

用した取組等の進捗状況の検証を行う
• 最新のデータに基づき区域内の将来の医療提供体制のあり方とその構

築に向けた取組等を検討する

• 県西地域医療構想調整会議及び地域部会を運営し、地域医療構
想に関する情報、地域課題を共有している

• 調整会議や部会における協議状況や把握された地域課題については、
在宅医療・介護連携推進に係る市や関係団体の協議の場においても
報告し、地域関係者との共有を図っている

• 【鹿沼市】医療構想調整会議への参加、鹿沼地区保健医療協議会
の開催、三師会との連携、在宅医療・介護連携推進会議の開催、訪
問看護ステーション連絡会の開催、終活出前講座の実施

• 【日光市】医療構想調整会議への参加、在宅医療・介護連携推進
会議の開催、在宅医療専門部会・認知症専門部会の開催

(2) 関係者等の役割
【県】
• 県西地域医療構想調整会議等を運営し、「地域医療介護総合確

保基金」を活用するなどして、区域内の医療提供体制の充実を推進
するとともに、市や関係団体と連携し、住民の健康づくりや啓発を行う

【市】
• 県西地域医療構想調整会議等に参画し、医療機能分化・連携に向

けた地域課題等を共有するとともに、市の将来像に基づき、地域特性
を活かした地域包括ケアシステムの構築を図る

• 県や関係団体と協力し、地域医療構想の実現に努めるとともに、住民
の健康増進に寄与するため様々な施策を推進する
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の県西地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

５ 構想の推進体制及び関係者の役割

【協会けんぽ栃木支部】
• 栃木県医師会との共催でシンポジウムや研修会を開催
• 県内地方紙において、健康づくりや適切な受療行動をテーマに広報
• YouTube広告により上手な医療のかかり方を広く県民へ周知
• 医療費や医療提供体制について加入者に係る医療データを分析し、

ホームページで公表した
【鹿沼市】
• 特定健康診査結果に基づく保健指導の実施
• データヘルス計画に基づく健康教育の実施
【日光市】
• KDBに基づく健康課題の抽出・分析、保健事業対象者の抽出、国民

健康保険運営協議会の開催、データヘルス計画に基づく保健事業の
実施

【上都賀郡市医師会】
• 医師を対象に在宅医療研修会を実施

【日光ヘルスケアネット】
• 医療機能分担・業務連携計画の策定
• 非常時の医療・介護連携マニュアルの作成・大規模災害を想定した訓

練の実施
• 高額医療機器共同利用システムの構築
• 地域フォーミュラリの作成に向けた検討

(2) 関係者等の役割

【保険者】
• 県西地域医療構想調整会議等に参画し、医療機能分化・連携に向

けた地域課題等を共有するとともに、将来の医療需要の変化を見越し
た医療提供体制について具体的な施策を提言する

• 保険者間の連携、医師会や看護協会等の関係団体との連携を深め
ながら、加入者の健康作りの啓発や適切な受療行動の促進等医療
需要の適正化に努める

【医療機関等】
• 医療機能の分化・連携に係る地域課題を共有し、自ら機能分化・連

携に取り組み、他の医療機関や介護施設等との連携を強化する等、
将来の医療需要に対応したバランスの取れた医療提供体制の構築に
協力する
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の県西地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

５ 構想の推進体制及び関係者の役割

• 【特養連絡協議会】病院の地域医療連携室の活用、施設看取り、認
定特定行為業務従事者資格の取得、嘱託医以外の協力医療機関
との連携

• 【老健施設協会】協力医療機関との情報共有、ACPミーティング、緊
急ショートステイの受入れ、ICTの導入

• 【ケアマネ協会】MCSや入退院時情報連携シートに係る情報提供
• 【包括・在介支援センター協議会】地域ケア会議を通じて、地域課題

の抽出と解決に向けた多職種間の連携を図っている（圏域ケア会議、
自宅でくらす会議）

• 【日光市】基幹型包括支援センターにおけるコーディネーターによる相談
体制整備、多職種意見交換会の開催、介護支援専門員地区別研
修の実施

※各機関において住民向けの普及啓発事業を実施
• 【上都賀郡市医師会】市民公開講座（健康づくり、ACPなど）
• 【看護協会県西地区支部】まちの保健室での健康相談
• 【協会けんぽ栃木支部】上記保険者欄と同様
• 【鹿沼市】＃7119、＃8000、ACP、生活習慣改善等に係る健康教

室・出前講座等の実施
• 【日光市】在宅医療・ACP・人生会議等に係る市民公開講座、出前

講座、啓発資材の作成・配布、市ホームページでの周知活動
• 【日光ヘルスケアネット】 日光ヘルスケアネット通信の発行、リーフレット

の作成、日光市と連携した市民公開講座の開催

(2) 関係者等の役割

【介護事業者等】
• 医療機能の分化・連携に係る地域課題を共有し、医療機関等との連

携強化による介護サービスの充実等を図るとともに、地域包括ケアシス
テムの構築に協力する

【住民】
• 医療体制に関する知識を深め、適切な受療行動に努めるとともに、人

生の最終段階における医療・ケアのあり方について考えを深める
• 自らの健康に留意し、生活習慣の改善に努める
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３ 評価・新たな地域医療構想の策定に向けて

新たな地域医療構想の策定に向けて
• 新たな地域医療構想の策定に向けた取組として、まずは構想区域の点検・見直しを行うこととされている。この点については、人口

推計や既存の医療資源、必要病床数、医療の提供状況等を踏まえて2040年やその先に向けて医療提供体制を検討する区域
として適切か、地域での協議を行う

• 2015年度時点から引き続き課題としている事項については新たな地域医療構想の中でも対策を講じていくこととし、地域医療提
供体制の維持・確保を図る

• 引き続き、地域の限られた医療資源を効率的に活用するため、医療機関の役割分担を進めるとともに、医療機関間や医療機関と
介護施設等との連携を進める

• 県内においても高齢化が特に顕著な区域であるが、2040年に向けて老年人口はほぼ横ばいかつ医療需要は高止まりの見込みで
あり、在宅医療・介護需要が今後も引き続き高まる見込みである。一方、生産年齢人口の減少により医療・介護人材不足が懸念
されることや、精神医療が新たに構想の中に組み込まれること等から、様々な分野の課題を「地域の課題」として一体的に捉え、総
合的な視点で協議を行い施策を検討する

現地域医療構想の評価（まとめ）
• 県西構想区域においては、2015年度時点から計315床の病床が削減され、医療需要に応じた病床の集約化が進んだ
• 区域内の訪問看護ステーション数が３倍増（4施設➝13施設）となり、在宅医療需要の高まりがうかがえる
• 区域内の医療従事者数については助産師・准看護師以外は増加傾向。医療従事者の高齢化も進むなか、今後も引き続き医療

従事者の養成・確保のための取組を推進していく必要がある。
• 構想区域外への患者の流出が多く、構想区域内で確保すべき医療と、広域で対応すべき医療についてさらなる検討が必要



県西構想区域グランドデザインの策定について
※赤字部分を追加修正

資料２
令和8(2026)年3月13日

令和７(2025)年度第3回県西地域医療構想調整会議並びに
県西構想区域病院及び有床診療所会議 合同会議



県西構想区域のグランドデザイン（素案）
今後の人口や医療ニーズの変化に対して限りある医療資源を有効に活用し効率的に対応していくため、県西構想区域においては、
2040年に向けて、地域での完結・充実を目指す医療と広域・県域で対応する医療を次のとおり整理し、区域内の医療機関間、
医療機関・高齢者施設間の機能分化・連携の体制を明確にする。

県西構想区域においては、山間地域を含む広大な圏域であること、他の構想区域（特に宇都宮区域）への患者流出があること
を踏まえ、分野・領域によっては圏域をまたいだ医療及び医薬品の提供体制を確保する。

医療従事者の確保については、医師確保計画等を踏まえ、医療従事者の偏在是正等効率的な活用を目指す。

在宅医療、医療と介護の連携においては、ICTの活用をはじめより具体的な手法により、円滑かつ継続的に連携が図られる体制
を確保する。

救急医療については、「救急医療提供体制のあり方に関する検討委員会」の協議結果も踏まえ、1次から3次の救急の各段階に
おける医療機関の役割分担を整理し、効率的な医療提供・連携体制を構築する。

外来医療については、利用しやすい移動手段の確保など、特に高齢者の受診支援の検討・充実を図る。

その他、新興感染症、災害医療等については、既存の計画と整合性を図りつつ、平時から必要な備えを行う。

※グランドデザインは必要に応じ見直しを行う。2040年を見据えた次期地域医療構想に向けて深化させていく。

• １次救急・２次救急
• 主に高齢者が罹患する疾患に対する医療
• 在宅復帰を目的とする医療 (リハビリテーション等)
• 在宅医療及び介護と連携する医療（地域でまかなえてい
る機能の維持）

地域での完結・充実を目指す医療
• ３次救急、小児救急
• 心大血管疾患等の緊急手術を要する医療
• 希少疾患及び高度急性期に対する医療
• 在宅医療及び介護と連携する医療（地域でまかなえない
機能の補完）

広域・県域で対応する医療

1



対応方針（○短期的●長期的）現状・課題

【地域完結】
○病院・在宅・施設間での調整ルールの整備
○市民啓発（医療制度、健康増進、在宅医療、ACP）
○多職種との意見交換の継続
●医療の機能分化と連携（急患、施設入所者、一般診
療、障害者。それぞれの管制塔機能）
●通院支援（交通手段確保）
●へき地診療や訪問診療等の体制維持
●地域完結目指す医療と完結不可な医療のさらなる整
理。

【広域連携】
●医療従事者の育成、配置
●退院後に対応した療養施設や介護施設等の充実
●他医療圏との連携強化（特に産婦人科や小児科）

• 高齢化率が県内で最も高く、医療介護の複合ニーズを
有する患者への対応が求められる

• 山間部における医療体制の整備・充実が求められる
• ICD10疾患別では「周産期に発生した病態」、「先天
奇形、変形および染色体異常」、「新生物＜腫瘍＞」
「眼および付属器の疾患」、「妊娠,分娩および産じょく<
褥>」の流出率が比較的高い

• 脳卒中・心筋梗塞・肺炎・がんにおいては、いずれの疾
患も各圏域の流出率の平均よりも流出率が高い

• 圏外からの流入患者の入院が長期化（高齢患者の退
院調整）

• 産婦人科や小児科を標榜する医療機関が少ない。

医療需要

2

県西構想区域グランドデザインのイメージ（案）



対応方針（○短期的●長期的）現状・課題

【地域完結】
○#7119・#8000の周知
○１次救急の充実、２次救急の維持
○１次救急・２次救急の役割分担・連携強化
○医師の確保及び補助の充実
○医療機関の情報発信（小児含む）
○救急医療情報キットの活用促進（自治会・民生委員・
地域包括支援センター等を通じた周知）
○医薬品の提供体制の整備
●かかりつけ医と２次救急との情報共有（家族構成・治
療の意向等）
●かかりつけ医と施設との情報共有（病歴、薬歴、ACP
ほか）
●高齢者救急のルールづくり

【広域連携】
●広域的な救急医療体制の確立、遠隔診療の活用
●医療従事者の確保・配置
●流出先の状況等の情報共有

• 医療従事者の不足、高齢化
• ２次救急病院が逼迫している（１次救急の役割も
担っている状況）

• 救急搬送人員の6割以上が高齢者（中等症以下）
であり現場を圧迫している

• 小児救急（専門医・対応可能機関）の不足
• 救急医療情報キットの活用が少ない
• 独居高齢者については支援に関するキーパーソンがおら
ず、情報も不足し、退院調整に時間を要する。

救急医療
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対応方針（○短期的●長期的）現状・課題

【地域完結】
○多職種連携による情報共有の継続
○圏域内薬局等の医薬品流通状況の現状把握・情報
共有（標準処方の運用に向けた検討を含む）
●利用しやすい移動手段の検討・充実（移送サービスの
対象者の拡充や受益者負担の検討も含む）
●独居高齢者など支援者不在の者への受診支援

【広域連携】
●他圏域も含めた医薬品提供体制の整備

• 高齢者の場合、通院手段の確保が難しい
• 認知症高齢者について、治療内容の理解が不十分で
あったり、治療継続が困難な場合もあり、受診支援が
必要

• 移送サービスの対象が限定的
• 医薬品の提供体制が不安定

外来医療
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対応方針（○短期的●長期的）現状・課題

【地域完結】
○多職種連携における意見交換
○退院時カンファレンスへの薬局の参加
○ACPの情報発信、在宅でできること・できないことの周知
○ACPにおける支援者間の役割の明確化や、住民への普
及啓発が引き続き必要
○訪問診療や在宅医療、介護に関する魅力・やりがい発
信
○歯科の在宅医療ニーズに関する把握
●ICT・DXにより人手をかけずに支援する方法の検討
（遠隔医療、オンライン診療、記録の電子化、移動支
援）
●多職種連携による業務量軽減（タスクシェア・タスクシフ
ト）

【広域連携】
●医療従事者・サービス提供者の育成・配置

• 山間部を含む広範な地域であるため、移動距離が長く、
事業所にとって採算が取れないエリア。事業所も少なく、
また訪問頻度などサービス提供に限界がある

• 医療・介護従事者の不足。特に訪問看護師の不足。
• 鹿沼在宅医療圏の施設から訪問診療を受けた患者は、
鹿沼市内を中心に分布しているが、日光市や宇都宮
市に住む患者も鹿沼市内の施設から訪問診療を受け
ている。

• 鹿沼在宅医療圏では、訪問診療をの実績（患者
数）のある施設が一部の地域に集中している。

• 日光在宅医療圏では、市内の施設から訪問診療を受
けている地域は、市内の中心部が主となっている。

• 独居高齢者は日中の介護者が不在となり在宅医療を
選択できない例もある。

• 高齢世帯・独居で経済困窮のケースも多く、退院に向
けた調整に時間を要する。

• 急変時対応について具体的なイメージを持たないまま在
宅医療を希望する住民もいる

• 歯科における訪問診療に対する認知度が低い
• ACPについて市民への啓発を実施しても、健康なうちは
自分事として捉えにくい。

在宅医療

5

県西構想区域グランドデザインのイメージ（案）



対応方針（○短期的●長期的）現状・課題

【地域完結】
○情報共有ツールに対する活用促進
○MCSや入退院連携シートの活用
○好事例取組の共有を図る研修会
○地域の医療介護資源（施設・人的資源）に関する情
報共有
○支援関係者によるカンファレンス・意見交換
○ACPに対する認知度・実践の促進
○介護施設における体制整備（嘱託医等との連携強化、
急変時マニュアルの整備、介護スタッフの育成等）

【広域連携】
●医療従事者及び介護従事者の人材育成・配置
●高齢者にやさしい地域づくり（機能の集約化）

• 情報共有ツールが活用されず、連携がうまく図れない
• 多職種連携の基盤はできているが、連携に積極的なの
は一部の支援者にとどまっている傾向がある

• 独居高齢者が入院した際に、治療に係る意思決定や、
退院先の検討に時間を要し、入院が長期化。

• 介護施設が不足しており、特に医療依存度の高い高
齢者の入所先が見つからない。

• 入所先や通院先の確保が難しく、圏域をまたいでの検
討・調整が必要となっている。

• 施設看取りの件数は増加している。施設スタッフの看取
りへの意識も向上している。

• 施設における夜間の急変時対応に苦慮している

医療と介護の
連携

6

県西構想区域グランドデザインのイメージ（案）

【地域完結】
○障害者等に対する医療の在り方に係る協議

• 障害者に対する医療提供体制の現状が知られていな
い、協議の話題としても挙がらないその他



新たな地域医療構想の策定に向けた国検討会の
協議状況について

栃木県保健福祉部医療政策課・県西健康福祉センター

１ 新たな地域医療構想の策定に向けた国検討会の協議状況について

２ 本県における地域医療構想の進め方について

資料３
令和8(2026)年3月13日

令和７(2025)年度第３回県西地域医療構想調整会議並びに
県西構想区域病院及び有床診療所会議 合同会議



１．新たな地域医療構想の策定に向けた国検討会の
協議状況について
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新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要
厚生労働省「新たな地域医療構想等
に関する検討会」とりまとめ資料
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新たな地域医療構想と各種計画のスケジュール

厚生労働省「新たな地域医療構想等
に関する検討会」資料

まずは構想区域の点
検・見直しを行うことと
されている
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新たな地域医療構想の記載事項に係る検討状況

厚生労働省「地域医療構想及び医療計画
等に関する検討会」資料
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地域医療構想調整会議の進め方について
R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料
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地域医療構想調整会議での検討事項について
R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料
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地域医療構想調整会議での検討事項について
R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料

新たな地域医療構想における調整会議と既存の各協議体の関係性を整理し、全体として漏れ・重複なく効率
的な協議体のあり方を検討する
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構想区域の点検・見直しについて

厚生労働省「地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会」資料



構想区域の点検・見直しについて

9

厚生労働省「地域医療構想及び医療計画等に
関する検討会」資料

「人口20万人未満であれば一律に区域見直し」ではなく、二次医療圏としての医療提供体制の維持確保が難
しいと考えられる一つの目安が人口20万人であることから目安を設定したもの
⇒ 本県としては、構想区域の見直しは不要か



10

病床機能について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会」資料



11

医療機関機能について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会」資料

「高齢者救急」の定義については国で検討中

医療機関機能の協議に当たっては、まずはデータを元に機械的に医療機関機能を振り分けた素案につ
いて調整会議にて協議・調整することとしてはどうか
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医療機関機能について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会」資料
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医療機関機能について
R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構
想及び医療計画等に関する検討会」資料

必ずしも既存の施設類型に応じて機械的にあてはめていくのではなく、その医療機関が担っている（今後担う）
役割に応じて医療機関機能を検討していく
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地域医療構想調整会議での検討事項について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計画等に
関する検討会」資料
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地域医療構想調整会議での検討事項について

R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料

精神医療に係る国ガイドライン発出がR8(2026)年度末であることから、
都道府県での協議はR9(2027)年度から開始の見込み



２．本県における地域医療構想の進め方について
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進め方（スケジュール）について

令和9(2027)年度令和８(2026)年度令和７(2025)年度年度
• 調整会議で協議の上、各医療機関が報告
する医療機関機能を決定【全区域】

• 医療機関機能に着目した医療機能の分化・
連携に係る協議【全区域】

⇒令和10(2028)年度中に新たな地域医療
構想を策定

• 新たな地域医療構想の策定に向けた取組を
開始（グランドデザインも踏まえて検討）【全
区域】

• 精神医療に係る地域医療構想ガイドライン
検討【国】

• 新たな地域医療構想に係るガイドライン検討
【国】

• 区域対応方針に基づく取組の実施【宇都
宮】

• グランドデザインの策定【宇都宮以外】

取組
内容

栃木県地域医療構想調整会議各地域の地域医療構想調整会議月
○新たな地域医療構想策定に係るガイドラインの内容を整理
（策定に向けたスケジュールの確認・調整）
○今後の調整会議のあり方（委員構成等）の検討開始

【参考】現委員の任期満了日は令和9(2027)年3月31日

4~6月

○第１回栃木県地域医療構想調整会議の開催
医療介護総合確保基金の事後評価
構想区域の見直しに係る各区域の協議結果の報告

○第１回地域医療構想調整会議の開催
構想区域の点検・見直しの要否を協議

○国から新たな地域医療構想策定データセットの提供
データセットをもとに人口推計、既存病床数、人材等の医療
資源等のデータから現状を把握し、グランドデザインも踏まえ、
今後の地域課題を検討

7~9月

○第２回地域医療構想調整会議の開催
現状を踏まえた今後の地域課題の共有
地域毎の必要病床数（案）の協議

1 0 ~1 2 月

○第２回栃木県地域医療構想調整会議の開催
現状を踏まえた今後の地域課題、全域で対応すべき課題の共有
地域毎及び県全体の必要病床数の決定
医療機関機能（素案）の提示
構想策定に向けたR9年度の取組について

○第３回地域医療構想調整会議の開催
地域毎の必要病床数の決定
医療機関機能（素案）の提示
R9年度の調整会議のあり方（委員構成等）の協議
構想策定に向けたR9年度の取組について

1~3月

スケジュール（全体）

スケジュール（R8年度予定）

※ 上記スケジュールは現時点での想定であるため、厚生労働省の協議の進捗状況等により今後変更が生じるおそれがある。



外来医療計画に基づく取組状況について
栃木県保健福祉部医療政策課・県西健康福祉センター

１ 令和７年度外来機能報告 集計結果の概要

２ 紹介受診重点医療機関に係る協議

３ 地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況

資料4-1
令和8(2026)年3月13日

令和７(2025)年度第3回県西地域医療構想調整会議並びに
県西構想区域病院及び有床診療所会議 合同会議



１ 令和７年度外来機能報告 集計結果の概要

２ 紹介受診重点医療機関に係る協議

３ 地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況
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• 紹介受診重点外来の初診に占め
る割合が40％以上又は再診に占
める割合が25％以上の場合は太
字斜体

(重点外来に係る基準を満たす場
合はいずれも太字斜体)

• 紹介率50％以上又は逆紹介率
40％以上の場合は太字斜体
(紹介率・ 逆紹介率に係る水準を
満たす場合はいずれも太字斜体)
※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関
（R7.8公表）

3



4

・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答
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・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R7.8公表） ：報告未完了の医療機関
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・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：報告未完了の医療機関
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・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R7.8公表） ：報告未完了の医療機関
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・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R7.8公表）
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・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答
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・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R7.8公表）



１ 令和７年度外来機能報告 集計結果の概要

２ 紹介受診重点医療機関に係る協議

３ 地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況
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○ 紹介受診重点医療機関として広告可能
○ 地域の診療所等から紹介された患者について診療情報を提供した場合、

連携強化診療情報提供料を算定可能
（これまでは、かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関からの紹介に限定）

特定機能病院
地域医療支援病院
一般病床数200床
未満の医療機関

紹介受診重点医療機関について
○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図る
○ 医療資源を重点的に活用する外来※を地域で基幹的に担う医療機関

※ ① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来

制度概要

○ 上記に加え、紹介受診重点医療機関入院診療加算 800点（入院初日）を
算定可能

○ 紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収
【初診】医科：7,000円以上 歯科：5,000円以上
【再診】医科：3,000円以上 歯科：1,900円以上
※ 新たに紹介受診重点医療機関となってから６か月の経過措置あり

(公表があった日から起算して6ヶ月以内での定額負担は、医療機関の判断により徴収しないことも可能)

上記以外の病院



那須赤十字病院、国際医療福祉大学病院、済生会宇都宮病院、
栃木県立がんセンター、芳賀赤十字病院、自治医科大学附属病院

厚生労働省資料を
加工し追記
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【水準◯】NHO栃木医療センター、NHO宇都宮病院、TMCしもつが、
新小山市民病院、獨協医科大学病院、足利赤十字病院、
佐野厚生総合病院、佐野医師会病院

【水準× 地域医療支援病院○】獨協医科大学日光医療センター



公表(県HP)
４月１日に医療機関リストを公表

※ 医療機関においては、公表日から紹介受診重点医療機関に係る診療報酬を加算可能

結果通知

「地域の協議の場」における協議と公表の流れ
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地域医療構想
調整会議

における協議

知事から紹介受診重点医療機関宛て通知を発出（今回協議が整った全ての医療機関）
※ 医療機関においては、患者に対して事前に周知

事
務
局
か
ら
説
明

医
療
機
関
か
ら
説
明

紹介受診重点医療機関制度の概要、外来機能報告の結果等についての説明
医療機関に係る説明（各５分程度）
(１) すでに紹介受診重点医療機関となっており、基準又は水準※を満たす場合

※ 基準：紹介受診重点外来が初診の40％以上かつ再診の25％以上
水準：紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上
紹介受診重点医療機関となる意向、基準／水準の充足状況について

(２) すでに紹介受診重点医療機関となっており、基準及び水準を満たさない場合
紹介受診重点医療機関となる意向、基準を満たす蓋然性・スケジュール、
地域における役割等について

(３) 今回新たに「意向あり」と回答した場合
紹介受診重点医療機関となる意向、基準を満たす蓋然性・スケジュール、
地域における役割等について

決議（議長により決を採る）

１
２

３
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【協議】

•獨協医科大学日光医療センター説明
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１ 令和７年度外来機能報告 集計結果の概要

２ 紹介受診重点医療機関に係る協議

３ 地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況



外来医療計画に基づく地域における外来医療機能の不足・偏在等への取組について
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外来医療計画（８期前期計画）の概要

全ての二次保健医療圏において必要な外来医療提供体制が確保されるよう、新規開業希望者の自
主的な行動変容が求められている。特に、既に診療所医師数が一定程度充足していると考えられ
る外来医師多数区域での新規開業については、新規開業希望者に対して外来医師の偏在の状況を
十分に踏まえた判断を促す必要がある。

そのため、外来医師多数区域においては、新規開業者に対して、外来医療に関する情報を提供す
るとともに、地域で不足する外来医療機能* を担うことへの協力を求める。

*「夜間や休日等における地域の初期救急医療」、「在宅医療」

併せて、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」の改正（令和５年３月）
に伴い、外来医師多数区域以外の区域においても、当該地域で不足する医療機能を担うよう求め
ることとする。

二次医療圏ごとの外来医師偏在指標や外来医療に関する情報等を提供する

新規開業者に対して、開設届と併せて「意向確認書」の提出を求めることにより、
地域で不足する外来医療機能等を担うことへの意向を確認する

合意の状況については、「外来医療に関する協議の場（＝地域医療構想調整会
議）」において、意向確認書の提出状況を共有する



地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況
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県西医療圏 令和７年４月～令和８年１月分

初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

県西 日光・ふじの原病院 日光市高徳632
内科、人工透析内科、整
形外科

R7.9.1 ○ ○ ○

県西 ぶんかばしファミリークリニック 鹿沼市文化橋町2300-1 内科、小児科 R7.4.1 ○ ○ ○

県西 さつきクリニック 鹿沼市白桑田字松原251-11 整形外科、内科、外科 R7.2.6 ○

県西 うわのまちクリニック 鹿沼市上野町311-4 婦人科 R7.5.1 ○ ○

県西 ヨルノクリニック 鹿沼市樅山町371 内科、美容内科 R7.8.3 ○ ○ ○

県西 かわなクリニック 鹿沼市上殿町471-6 内科、循環器内科 R8.1.1 ○ ○

（意向がない場合）その理由地域で不足する外来医療機能 地域で不足する外来医療機能以外圏域 医療機関名 所在地 診療科 開設日

地域で不足する外来医療機能等を担う意向



地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況
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県東医療圏 令和７年４月～令和８年１月分

初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

県東 西真岡つむぎクリニック 真岡市東沼６５７
小児科、精神科、児童精
神科

R7.6.16
夜間休日の対応は想定していない。軌道に乗れば
予防接種は実施していきたい。

（意向がない場合）その理由地域で不足する外来医療機能 地域で不足する外来医療機能以外圏域 医療機関名 所在地 診療科 開設日

地域で不足する外来医療機能等を担う意向



地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況
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県南医療圏 令和７年４月～令和８年１月分

初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

県南 ゆうゆうホームクリニック 小山市東城南1-17-13 2F 内科、外科 R7.4.1 ○ ○ ○

県南 みぶ整形外科クリニック 壬生町安塚字下原765-1 整形外科、美容皮膚科 R7.4.10 ○ ○ 設備及び人員が確保できないため

県南 Hisashiクリニック 小山市雨ヶ谷新田25-7 内科、整形外科 R7.7.1
オンライン診療を中心に診療を行いたいと考えて
いるため

県南 にしかたホームクリニック 栃木市西方町元621-1 内科、循環器内科 R7.9.1 ○ ○ 在宅を優先するため

県南 れもん在宅クリニック 下野市祇園1丁目１３－２ﾀｶﾔﾏﾋﾞﾙ２階 内科 R7.10.1 ○ ○ ○

県南
医療法人社団東仁会グリーンタウン
クリニック

下野市祇園2-3-2
内、腎臓内科（人工透
析）、循環器内科、糖尿
病・代謝内科

R7.12.1 ○ ○ ○

（意向がない場合）その理由地域で不足する外来医療機能 地域で不足する外来医療機能以外圏域 医療機関名 所在地 診療科 開設日

地域で不足する外来医療機能等を担う意向



地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況
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県北医療圏 令和７年４月～令和８年１月分

初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

県北
尾形医院（R7.6.1から「アグリホーム
クリニックしおや」に診療所名変更）

塩谷町玉生570-1 内、外、胃内、肛内、精 R7.4.1 ○ ○

県北 にいたに内科・糖尿病クリニック 高根沢町宝石台4-1-16 内、糖、内分泌内 R7.4.6
新規開業のため当面は通常診療時間内、院内での
診療体制を確保することに専念したい

県北 那須あしたの眼科 那須塩原市豊浦中町100-679 眼 R7.6.1 ○ 開業はじめのため余裕がないため。

県北 れいめい内科・循環器内科クリニック 那須塩原市島方597-1 内、循内、リハ R7.6.6 ○ ○

県北 もみじ通りクリニック 那須塩原市南町６-14
内、消内、肝内、内視鏡
内、心内、精

R7.9.29 ○ ○ ○

（意向がない場合）その理由地域で不足する外来医療機能 地域で不足する外来医療機能以外圏域 医療機関名 所在地 診療科 開設日

地域で不足する外来医療機能等を担う意向



地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況
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両毛医療圏 令和７年４月～令和８年１月分

初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

両毛 足利ばんどう眼科クリニック 足利市朝倉町3-13-13 眼科 R7.6.1 ○

両毛 朝倉町よしだクリニック 足利市朝倉町３丁目１５－１９
泌尿器科(人工透析)、腎
臓内科、腎臓外科、内科

R7.11.1 ○ ○

両毛 おかだ内科・脳神経クリニック 佐野市高萩町４３７－７
内科、脳神経内科、脳神
経外科

R8.1.7 ○ ○

（意向がない場合）その理由地域で不足する外来医療機能 地域で不足する外来医療機能以外圏域 医療機関名 所在地 診療科 開設日

地域で不足する外来医療機能等を担う意向



初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

宇都宮 あんどうこどもクリニック 宇都宮市東簗瀬１－１９－１
内科、小児科、アレルギー
科

R7.4.1 ○

宇都宮
池田呼吸器アレルギー内科クリニッ
ク

宇都宮市鶴田町2126‐5
内科、呼吸器内科、アレル
ギー科

R7.4.1 ○ ○ ○

宇都宮 ひつき内科診療所 宇都宮市西川田町183‐21
内科、皮膚科、消化器内
科

R7.4.8 ○

宇都宮 なないろファミリークリニック 宇都宮市鶴田町1020‐3 内科、小児科、漢方内科 R7.4.9 ○ ○ ○

宇都宮 東京AGAクリニック宇都宮院
宇都宮市駅前通り３‐1‐5　つちやビ
ル５階

皮膚科、美容外科 R7.4.18
完全予約制の美容クリニックであり、管理者が県
内在住ではないため、初期救急・在宅医療のいず
れも担うことが困難であるため。

宇都宮 大林クリニック 宇都宮市簗瀬町2561‐8
内科、脳神経外科、リハビ
リテーション科

R7.5.1 ○

宇都宮 みらいとクリニック 宇都宮市一条1‐4‐17
内科、循環器内科、腎臓
内科、呼吸器内科、泌尿
器科

R7.5.10 ○ ○

宇都宮 すなおクリニック宇都宮診療所
宇都宮市駅前通り2‐3‐5　ユニマッ
ト宇都宮ビル５階

精神科、心療内科 R7.6.17
精神科疾患患者対応のみを運営する診療所であ
るため、初期救急・在宅医療のいずれも担うこと
が困難なため

宇都宮 おがたクリニック 宇都宮市竹林町975‐1 内科、泌尿器科 R7.11.1 ○ ○ ○

宇都宮 済心ホームクリニック 宇都宮市元今泉7‐35‐9
内科、外科、循環器内科、
心臓血管外科、神経内
科、精神科

R7.11.1 ○

宇都宮 あおぞら内科・呼吸器クリニック 宇都宮市西川田町５０７
内科、呼吸器内科、アレル
ギー科

R7.11.12 ○ ○

宇都宮 はぎわらクリニック 宇都宮市下川俣町209‐１７４ 泌尿器科、皮膚科 R8.1.1
従事者の体制が十分に確保できず、初期救急・在
宅医療のいずれも担うことが困難であるため。

宇都宮 とちのきこころのクリニック
宇都宮市東宿郷2‐3‐12　IRビル宇
都宮フロア３階

精神科、心療内科 R8.1.7
精神科疾患患者対応のみを運営する診療所であ
るため、初期救急・在宅医療のいずれも担うこと
が困難なため

宇都宮 宇都宮スキンクリニック
宇都宮市今泉町2164‐1　ディア
コートB１０２

美容皮膚科、美容外科 R8.1.13
美容専門の診療所であり、初期救急・在宅医療の
いずれも担うことが困難なため。

宇都宮 エミナルクリニック宇都宮院
宇都宮市中央１‐1‐1　宇都宮アクシ
スビル１０１号室・１０２号室

美容皮膚科 R8.1.22 ○

宇都宮 ルラ美容クリニック宇都宮院
宇都宮市大通り2‐1‐4　宇都宮サテ
ライトビル７階・８階A室

美容皮膚科、美容外科 R8.1.24
美容専門の診療所であり、初期救急・在宅医療の
いずれも担うことが困難なため。

（意向がない場合）その理由地域で不足する外来医療機能 地域で不足する外来医療機能以外圏域 医療機関名 所在地 診療科 開設日

地域で不足する外来医療機能等を担う意向

地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況

23

宇都宮医療圏 令和７年４月～令和８年１月分



 
 
 

 
県西地域医療構想調整会議資料（令和８年３月１３日） 

 
                      

獨協医科大学日光医療センター 
                      統括管理者 安  隆 則 
                     病 院 長 山 口  悟 

 
紹介受診重点医療機関認定へのお願い 

 
獨協医科大学日光医療センターは、２００６年４月に国立珪肺労災病院から

移譲され日光市高徳に開院しました。その後、２０２３年１月に日光市森友に

新築移転し、「地域社会の信頼に応える基幹病院として、医療を求める人々に思

いやりの心を持って接し、安心・安全かつ高度で良質な医療を提供します」と

いう基本理念のもと急性期からリハビリテーションまで幅広い地域医療の充実

と「救急車を断らない病院」として地域の皆様から頼られる病院を目指してお

ります。 
 また、２０１９年４月に地域医療支援病院の承認を受けるとともに地域医療

連携推進法人「日光ヘルスケアネット」には設立当初から参加しており、最新

の医学技術と最先端の医療機器を備える医科大学付属病院としての特性と中規

模病院の小回りの良さを生かしながら、地域の医療機関や介護施設との密な連

携に努めております。 
このような病院運営を行う中、このたび紹介受診重点医療機関として申請す

るに至りました。外来機能の基準・水準の割合において一部未達成の項目がご

ざいますが、今後更に外来化学療法やＣＴ検査、ＭＲＩ検査等の高額医療機器

による治療、悪性腫瘍手術の件数などを増やすことにより基準・水準を満たす

よう取り組んで参りますので、２０２６年４月１日より紹介受診重点医療機関

として認定いただきたく、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 
 

以 上 
 

令和８年３月 13 日 
資料 
４-２ 

令和７（2025）年度第３回県西地域医療構想調整会議並びに 
県西構想区域病院及び有床診療所会議 合同会議 



かかりつけ医機能報告制度の協議の場について

かかりつけ医機能報告制度の概要
（かかりつけ医機能報告マニュアル）

R8年度における栃木県の対応

４月以降 県のHPにて公表
（予定）

７月 地域医療構想調整会議

12月 地域医療構想調整会議

集計結果の報告

各地域の
課題・対応策の検討

12月以降 県のHPにて公表
（予定）

お忙しい中、ご報告いただきありがとうございます。
まだお答えいただいていない病院・診療所様におかれましては、期日の３月31日までの回答に御協力をお願いいたします。

令和8年度以降は制度開始直後で報告内容が見通せないため、まずは地域医療構想調整会議で協議します。
７月に集計結果の報告、12月に各地域の課題・対応策についての検討を行い、結果を県のHPで公表いたします。
事業の方向性が定まり次第、適切な会議体において開催する予定です。

資料５令和８年３月13日
令和７年度第３回県西地域医療構想調整会議



参考資料１令和８年３月13日

令和７年度第３回県西地域医療構想調整会議



1

県北



2

県西

※ 足尾双愛病院：R8.3.31までに全許可病床を返還予定のため報告対象外



3

宇都宮①



4

宇都宮②

※ はぎわらクリニック：R7.8.1付けで全許可病床を返還済のため報告対象外



5

県東



6

県南①



7

県南②



8

両毛


